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『空き家特例』を活用して処分しませんか？
2023年末までに売却すれば（2022年末が期限の場合もあります）
所得税・住民税を600万円安くできるかもしれません

2019 年1月1日以降に相続した親の家を、空き家にしている方へ

相続した空き家を売却する際、利益が出た場合は、譲渡所得税を支払わなければなりませんが、一定の条件を満
たしていれば「相続空き家の3000万円特別控除」が適用され税金が安くなります。ただし細かい条件がござい
ますので、相続した空き家が該当するかも！と思った方は、ぜひ弊社へご相談ください。

2023年末までに売却すれば、
所得税・住民税を600万円安くできるかもしれません

通常、不動産を売却すれば、もう
かった分（所得）については約
20％の所得税・住民税が課税さ
れます。

空き家特例を使えば、所得から
最大3000万円が控除されます。

空き家特例ありの場合

空き家特例なしの場合

特例が適用されるのは、条件を満たしている場合に限りますので、まずはお早めにご相談ください

空き家事例

空き家特例とは…

株式会社アドミニは、入居率98％超を誇る1988年創業のマンション管理会社です。税務に強い当社だか

らこそできる知識と経験でマンションオーナー様の大切な資産をお守りいたします。この『NEWS 

LETTER』では、オーナー様にとって、有益な最新情報を提供してまいります。相続や節税、空室対策、売

買など不動産物件に関することでお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社アドミニと申します。

売却金額

親の購入金額

8000万円

5000万円
＜所得＞3000万円ー＜控除＞3000万円＝0円
税金0万円

売却金額

親の購入金額

8000万円

5000万円 ＜所得＞3000万円
約20％の税金600万円


